
新可燃ごみ処理施設整備・運営事業

入札説明書等に対する質問（第2回）への回答

平成２８年５月２６日

浅 川 清 流 環 境 組 合



■入札説明書に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

1 16 Ⅵ 6 (4) 保険 組合が加入する建物総合損害共済の付保範囲は、建
物設備機械器具一式（建屋だけでなく設備まで）と
考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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■要求水準書（設計・建設業務編）に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

2 3 第1章 第1節 6(4) 搬入道路 新搬入路整備完成までに土壌汚染対策工事や既設構造
物の撤去に伴う大型の工事車両が多数通行します。多
摩川沿いの市道は民家に隣接しかつ道幅が狭いため、
通行が困難です。環境影響評価書案に記載の通り、平
成29年度は暫定的に浅川側沿いの市道の使用は認めて
いただけると解釈してよろしいでしょうか。

平成29年度については、協議するものとします。

3 3 第1章 第1節 6(5)1) 電気 「敷地内の浅川側に新たに鉄塔が設けられること…」
とありますが、引込用の鉄塔が設けられ敷地東側また
は西側の既存鉄塔から送電線を引き込むだけで、添付
資料4の特別高圧線平面図には影響がないと解釈して
よろしいでしょうか。

現況影響ないものと考えていますが、実施については
東京電力との協議によるものとなります。

4 4 第1章 第1節 7 工期 第１回目の質問回答（No.24）において、新搬入路整
備工事の完成時期が「平成29年9月末予定」とご回答
頂きましたが、当該時期までに土壌汚染対策工事や既
設構造物の撤去に伴う工事車両が多数通行するため、
新搬入路整備完成時期を早めて頂くことを考慮願えな
いでしょうか。

新搬入路整備工事の完成時期は平成29年9月末の予定
です。No.2も参照してください。

5 10 第1章 第2節 11(18) 配置・動線
計画

第１回目の質問回答（No.32）において、「直接搬入
車の受け入れは現時点では予定していません。」とあ
りましたが、P.7の搬入車両に直接持ち込み車両の記
載があります。現時点では、日野市プラスチック類再
資源化施設にて直接搬入車の受け入れ、可燃物のみを
アームロール車で搬入することを想定されているので
しょうか。

現時点ではご理解のとおりです。なお、将来の直接搬
入車については、第1回質問回答No.32のとおりです。

6 47 第1章 第12節 8(5) 伐木処分 一般車両動線用の架橋工事や動線確保のため、根川沿
い桜の伐採が必要です。担当部局と協議の上、伐採で
きるものと理解してよろしいでしょうか。

根川沿いの桜について、移植又は伐採は可能ですが、
伐採の場合には、日野市緑と清流課の指導により同等
以上の苗木を指定場所に植栽する必要があります。

7 49 第1章 第12節 8(14) 作業日及び
作業時間

作業時間は、原則として｢8時30分から午後5時｣までと
ありますが、工程遵守上止むを得ない場合は、夜間作
業について協議に応じていただけると解釈してよろし
いでしょうか。

原則要求水準書のとおりです。夜間作業でしか対応で
きない場合、組合と協議により実施できるものとしま
す。

8 49 第1章 第1節 8(18) 負担金 第１回目の質問回答（No.56,57）において、電気の引
込みに伴う負担金の概算金額をご提示頂きましたが、
実際の施工時に増減が発生した場合は精算対象とし、
本金額を見込むことでよろしいでしょうか。

負担金額は事業者の提案内容であり、要求水準書の変
更がない場合、精算は予定していません。

9 121 第2章 第7節 12 － エコセメントの受入休止期間として、最長5日間が見
込まれるとのご記載がありますが、本日数はエコセメ
ントの定期整備期間・法定休日による受入休止期間を
全て含めて、最長5日間との理解でよろしいでしょう
か。

要求水準書の最長5日間とは、受入休止１回につき連
続5日間を意味します。年間合計で25日間、飛灰を薬
剤処理するものとし、設定願います。

10 182 第3章 第4節 5(1) 基本方針 第1回目の質問回答（No.114）において、質問させて
頂きました、「P.182にコンクリート成形版とありま
すが、セメント成形版を含むものと理解して宜しいで
しょうか」に対し、「PC版または、押出成形セメント
板、ALC版は不可とします」とご回答を頂いておりま
す。
一方、P.184　(5)一般構造には、「構造上重要な部
分、遮音の要求される部分は、原則として200mm以上
のRC造とし、S造部分はPC板、プレキャストコンク
リート製型板やホーロ－建材等を検討する。」とのご
記載もあります。
以上より、第１回目のご回答は「PC版または、押出成
形セメント板の採用計画は可とし、ALC版は不可とし
ます」の誤記と判断して宜しいでしょうか。

PC版または押出成形セメント板で計画することとし、
ALC版は採用不可とします。

11 182 第3章 第4節 5(1) 基本方針 質問（第1回）No.114にて、外壁は「PC版または押出
成形セメント板、ALC版は不可とします。」と回答い
ただきましたが、PC版または押出成形セメント板は採
用可能、ALC版は採用不可と理解してよろしいです
か。

No.10を参照。

12 添付資料
3-1

－ － － － 河川保全区域内に工事範囲があることから以下につい
てわかる範囲でご教示願います。
・京浜河川事務所との事前協議状況
・日野市緑と清流課との事前協議状況
・申請期間や施工時期(渇水期等)の制約

事前相談状況について希望する場合は、代表企業の担
当者から組合へ連絡願います。

13 添付資料
16

－ － － 架橋工事
関連資料

平面図では東養塚橋は測点No.20+9.6　幅員　6mと
なっていますが、断面図はNo.24+10　幅員　4mとなっ
ており、断面図は隣の橋と推定されます。
東養塚橋の断面図をご教示願います。

資料16を参考として計画してください。
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■要求水準書（運営・維持管理業務編）に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

14 10 第1章 第3節 5(3) その他 「ごみピット、水槽等に残留する廃棄物・排水等は全
て処理すること」とありますが、残留廃棄物を全て処
理するために最低1ヶ月程度必要です。その期間ごみ
の受入を停止して頂けるものと理解してよろしいで
しょうか。

全て処理することについてはご理解のとおりですが、
ごみの受入停止の詳細時期については、本業務期間終
了の5年前に協議するものとします。

15 14 第4章 第6節 (3) － 「当該廃棄物は、変動費の対象としない」とあります
が、ごみ質由来によるものは精算対象としていただけ
ないでしょうか。

ごみ質が要求水準書の記載より著しく変動し、ごみ質
由来であることを事業者が明らかにした場合に限り、
協議に応じます。
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■様式集に対する質問への回答

№ 様式 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

16 14～31 － － － 提案書 第1回目の質問回答（No.136）において、添付資料は
「不可とします。」とありましたが、提案内容を証
明する必要がある場合、提案書上に「別紙証明書類
あり」と記載し、必要に応じて証明書類をご請求頂
くものと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

17 16-1
16-2

－ － － 年間発電効
率
年間売電量
二酸化炭素
排出量

様式16-1 および様式16-2の算出条件も、質問（第１
回）No.137と同様に、年間ごみ量65,720トンすべて
基準ごみ（要求水準p.7　表4）と理解してよろしい
ですか。

ご理解のとおりです。
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■基本契約書（案）に対する質問への回答

№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問内容 回答

18 6 3 － － SPCへの追加
出資等支援
措置

「当該事業年度において支払われる運営・管理費総額
を上限として」とありますが、当該金額以上の支援措
置案は認めないという事でしょうか。

本号の上限は事業者の義務を規定しているものである
ことから、上限以上の支援を排除するものではありま
せん。上限以上のお考えがあればご提案ください。入
札条件の範囲内で基本契約書において修正します。
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■建設工事請負契約書（案）に対する質問への回答

№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問内容 回答

19 18 1 － － 特別な状態 「予期することのできない特別な状態」とは、どの様
な事を想定しているのでしょうか。

客観的に事情変更が認められる場合で、受注者が自ら
に予見可能性がないことを明らかにした場合、この状
態が生じたと認められます。

20 21 1・2 － － 工期延長時
の費用請求

2項において「受注者に損害を及ぼしたとき…」とあり
ますが、1項の天候の不良、関連工事の調整への協力そ
の他受注者の責めに帰すことができない事由のことと
理解してよろしいでしょうか。

第2項後段は、発注者の責に帰すべき事由による場合の
効果のみを定める限りであって、受注者の責に帰すこ
とができない事由による場合を定めるものではありま
せん。

21 29 1 － － 不可抗力に
よる損害

不可抗力の対象となる「天災等」の詳細をご教示願い
ます。

第20条に定義されます。

22 29 6 － － 損害合計額
の累積

損害合計額の累積期間の考え方として、建設期間中の
累積と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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■運営業務委託契約書（案）に対する質問への回答

№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問内容 回答

23 18 － － － 委託料の改
定

搬入ごみ質に大幅な変化が生じた場合には、委託料
改定について協議いただけると理解してよろしいで
すか。

No.15を参照。

24 29
別紙4

1 － － 不可抗力に
よって発生
した費用等
の負担

第1回質問回答No.154にて、「第29条第1項に規定さ
れるとおり、本条は受託者に発生した損害・損失や
増加費用の規定です。」とご回答を頂きましたが、
自然災害等の不可抗力により、本施設に生じた損害
の復旧費用は、本施設の所有者である委託者が負担
するものと理解してもよろしいですか。

ご理解のとおりです。

25 29 1～3 － － 不可抗力に
よって発生
した費用等
の負担

想定されている不可抗力の詳細をご教示願います。 不可抗力について、「暴風、豪雨、洪水、高潮、地
震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自
然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）
であって委託者と受託者のいずれの責めに帰すこと
ができないもの」と定義を設け、契約書において修
正します。
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